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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平板状の画像表示装置を支持する画像表示装置用スタンドであって、
　前記画像表示装置の外枠よりも大きな外形寸法で形成され、背面を壁面に当接して配置
可能な平面板材と、
　前記平面板材の下端の前記壁面と反対側に設置される脚部と、
　前記画像表示装置が可動するように、前記画像表示装置の背面と前記平面板材の前面と
を連結するアーム部材と、
　前記脚部上に摺動可能に配置され、前記画像表示装置に接続可能な周辺機器を収容する
周辺機器収容部と、
　前記平面板材の前記周辺機器収容部に対面する位置に配置され、前記周辺機器収容部に
収容された複数の前記周辺機器からの配線を接続可能な第１接続部と、
　前記平面板材の前記画像表示装置に対面する位置に配置され、前記画像表示装置への配
線を接続可能な第２接続部と、
　前記第１接続部と前記第２接続部とに接続され、前記第１接続部に入力する前記複数の
周辺機器のそれぞれから出力された信号から、前記第２接続部を介して前記画像表示装置
に出力する信号を選択する選択部と、
を備えることを特徴とする、画像表示装置用スタンド。
【請求項２】
　前記平面板材の前面側に形成され、前記画像表示装置の背面側の少なくとも一部を収容
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可能な収容部と、
　前記平面板材の背面側に配置され、前記画像表示装置が発する熱を前記収容部から排出
する排熱手段と、
を備えることを特徴とする、請求項１に記載の画像表示装置用スタンド。
【請求項３】
　前記排熱手段は、前記平面板材の背面側に形成され、前記収容部から前記平面板材の上
方に向けて貫通する排熱孔であることを特徴とする、請求項２に記載の画像表示装置用ス
タンド。
【請求項４】
　前記平面板材の前記画像表示装置の配置位置よりも下方には、前記平面板材の前面方向
に開放され、前記画像表示装置の配線が配置される配線空間が形成されることを特徴とす
る、請求項１に記載の画像表示装置用スタンド。
【請求項５】
　前記平面板材の前面に配置され、前記画像表示装置の作動状態を表示する表示部を更に
備えることを特徴とする、請求項１に記載の画像表示装置用スタンド。
【請求項６】
　前記平面板材は、スピーカユニット及びスピーカアンプが配置されるスピーカ配置部を
更に備えることを特徴とする、請求項１に記載の画像表示装置用スタンド。
【請求項７】
　前記平面板材は、テレビチューナが配置されるチューナ配置部を更に備えることを特徴
とする、請求項１に記載の画像表示装置用スタンド。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示装置用スタンドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機エレクトロルミネッセンスディ
スプレイ等の大型かつ薄型の平板状画像表示装置が開発されている。このような平板状の
画像表示装置によれば、室内デザインとの調和を考慮して配置したり、配置スペースを確
保する等の必要性があり、この必要性を考慮して、画像表示装置を屋内の壁面に一体化さ
せて配置したいという要請がある。
【０００３】
　この要請に応える配置としては、例えば、平板状画像表示装置を壁面に配置する、いわ
ゆる壁掛け配置や、壁面全体を覆う家具型のスタンドを使用する配置等が挙げられる。
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－０２７８７３号公報
【特許文献２】特開２００７－１０８５２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、従来の壁掛け配置や壁面全体を覆う家具型のスタンドを使用する配置によれば
、ユーザ自らが配置することは容易ではなく、専門業者によって工事等を行い配置する必
要があった。また、画像表示装置のコネクタ等がその背面に配置されている場合や、配線
が壁の中に埋め込まれる場合等には、画像表示装置の再配線や修理等のメンテナンスを行
うことも、ユーザにとっては困難であり、専門業者によって再度の工事等を行う必要があ
った。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
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は、平板状の画像表示装置を壁面に一体化させつつ、配置を容易にし、かつ配置後のメン
テナンス性を向上させることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、平板状の画像表示装置を支持
する画像表示装置用スタンドであって、画像表示装置の外枠よりも大きな外形寸法で形成
され、背面を壁面に当接して配置可能な平面板材と、平面板材の下端の壁面と反対側に設
置される脚部と、画像表示装置が可動するように、画像表示装置の背面と平面板材の前面
とを連結するアーム部材と、を備えることを特徴とする、画像表示装置用スタンドが提供
される。
【０００８】
　この構成によれば、平面板材を壁面に当接して配置することが可能であるため、画像表
示装置用スタンドを壁面に一体化させつつ配置することが可能であり、平面板材が画像表
示装置の外枠よりも大きな外形寸法で形成されるので、前方からは、平面板材が画像表示
装置の周りを覆うように見え、画像表示装置用スタンドと画像表示装置との一体感を高め
ることができる。よって、画像表示装置を壁面に一体化させて配置することができる。ま
た、この画像表示装置用スタンドは、壁面に固定されず、平面板材の背面を壁面に当接し
て、脚部によって支えられて配置されるので、画像表示装置用スタンドは、容易に配置す
ることも、移動させることも可能である。更に、アーム部材により、画像表示装置は可動
するように支持されるので、画像表示装置の配置位置や配置姿勢を変更することができ、
画像表示装置の背面に、容易にアクセスすることができる。よって、画像表示装置の配置
時やメンテナンス時の配線を容易に行うことができる。
【０００９】
　また、平面板材の前面側に形成され、画像表示装置の背面側の少なくとも一部を収容可
能な収容部と、平面板材の背面側に配置され、画像表示装置が発する熱を収容部から排出
する排熱手段と、を備えてもよい。この構成によれば、排出手段により、画像表示装置が
発する熱を収容部から排出することができるので、収容部に画像表示装置の少なくとも一
部を収容することが可能である。そして、この収容部に画像表示装置の背面側の少なくと
も一部が収容されることにより、画像表示装置と平面板材との近接感を高めることができ
、画像表示装置と壁面との一体感を更に高めることができる。
【００１０】
　また、排熱手段は、平面板材の背面側に形成され、収容部から平面板材の上方に向けて
貫通する排熱孔であってもよい。この構成によれば、排熱孔により、収容部に伝達された
画像表示装置が発する熱を平面板材の上方に排出することができる。
【００１１】
　また、平面板材の画像表示装置の配置位置よりも下方には、平面板材の前面方向に開放
され、画像表示装置の配線が配置される配線空間が形成されてもよい。この構成によれば
、配線空間に画像表示装置の配線を配置することができる。よって、画像表示装置の配線
が外部に露出することによって室内デザインを害することなく、画像表示装置を配置する
ことが可能となる。さらに、配線空間が平面板材の前面方向に開放されているため、ここ
に配置された配線に容易にアクセスすることができる。
【００１２】
　また、脚部上に摺動可能に配置され、画像表示装置に接続可能な周辺機器を収容する周
辺機器収容部を更に備えてもよい。この構成によれば、周辺機器収容部に、周辺機器を収
容することができ、この収容部を脚部上で摺動することができる。従って、周辺機器収容
部に収容された周辺機器の背面や平面板材の前面等へ、容易にアクセスすることができる
。
【００１３】
　また、平面板材の周辺機器収容部に対面する位置に配置され、周辺機器収容部に収容さ
れた複数の周辺機器からの配線を接続可能な第１接続部と、平面板材の画像表示装置に対
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面する位置に配置され、画像表示装置への配線を接続可能な第２接続部と、第１接続部と
第２接続部とに接続され、第１接続部に入力する複数の周辺機器のそれぞれから出力され
た信号から、第２接続部を介して画像表示装置に出力する信号を選択する選択部と、を備
えてもよい。この構成によれば、第１接続部に、複数の周辺機器からの配線を接続するこ
とができる。そして、選択部により、これらの複数の周辺機器のそれぞれから出力された
信号から、画像表示装置に出力したい信号を選択して、第２接続部に出力することができ
る。更に、第２接続部には、画像表示装置への配線を接続することができるので、選択部
から出力された信号を画像表示装置に出力することができる。従って、複数の周辺機器か
らの配線を直接画像表示装置に接続する場合に比べて配線を整理することができ、かつ、
第１接続部又は第２接続部に所定の配線を接続するだけで配線を行うことができるため、
配置時の配線やメンテナンス時の配線の煩わしさを低減することができる。
【００１４】
　また、平面板材の前面に配置され、画像表示装置の作動状態を表示する表示部を更に備
えてもよい。この構成によれば、表示部により画像表示装置の作動状態を表示することが
できる。よって、画像表示装置と画像表示装置用スタンドとの機能的な一体性を持たせる
ことが可能であり、画像表示装置と画像表示装置用スタンドとの一体感を高めることがで
きる。
【００１５】
　また、平面板材は、スピーカユニット及びスピーカアンプが配置されるスピーカ配置部
を更に備えてもよい。この構成によれば、スピーカ配置部により、スピーカユニット及び
スピーカアンプを平面板材に配置することができる。よって、画像表示装置と画像表示装
置用スタンドとの機能的な一体性を持たせることが可能であり、画像表示装置と画像表示
装置用スタンドとの一体感を高めることができる。
【００１６】
　また、平面板材は、テレビチューナが配置されるチューナ配置部を更に備えてもよい。
この構成によれば、チューナ配置部により、チューナを平面板材に配置することができる
。よって、画像表示装置と画像表示装置用スタンドとの機能的な一体性を持たせることが
可能であり、画像表示装置と画像表示装置用スタンドとの一体感を高めることができる。
【発明の効果】
【００１７】
　以上説明したように本発明によれば、平板状の画像表示装置を壁面に一体化させつつ、
容易に配置することができ、かつ配置後のメンテナンス性を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１９】
　＜画像表示装置用スタンド１００の外観及び概要構成＞
　まず、図１～３を参照して、本発明の一実施形態に係る画像表示装置用スタンド（以下
「スタンド」ともいう。）の外観及び概要構成について説明する。
【００２０】
　図１は、本実施形態に係るスタンドの構成の概要を説明するための斜視図であり、図２
は、本実施形態に係るスタンドの構成の概要を説明するための正面図であり、図３は、実
施形態に係るスタンドの構成の概要を説明するための側面図である。
【００２１】
　図１に示すように、スタンド１００は、屋内等の壁面Ｗに当接して配置される略Ｌ字状
のスタンドであり、その上部の前面に平板状の画像表示装置（以下「テレビ」ともいう。
）１０が配置される。
【００２２】
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　このスタンド１００は、外部から視認可能な位置に配置される構成として、平面板材１
１０と、脚部１２０と、ネットグリル１３０と、ラック１４０と、表示部１５０と、を有
する。
【００２３】
　平面板材１１０は、テレビ１０を支持する部材であって、図３に示すように背面を壁面
Ｗに当接し、床面Ｇに対して垂直に配置される。この平面板材１１０は、図２に示すよう
にテレビ１０の外枠よりも大きな外形寸法で形成される。よって、正面から見た場合、平
面板材１１０は、テレビ１０の外枠全体を覆うように配置されるため、スタンド１００と
壁面Ｗとの一体感、及びスタンド１００とテレビ１０との一体感を向上させることができ
る。尚、この平面板材１１０の厚みが厚すぎると、壁面Ｗと平面板材１１０との一体感が
損なわれるので、この厚みは、他の外形寸法に比べて薄く形成されることが好ましい。
【００２４】
　脚部１２０は、平面板材１１０が前方に転倒しないように、平面板材１１０等を支持す
る部材であって、図２及び図３に示すように、平面板材１１０の下端の前方（壁面Ｗと反
対側の方向、ｘ軸正の方向）に設置されて、床面Ｇに載置される。よって、この脚部１２
０と平面板材１１０とは、テレビ１０等の全体の荷重を支持する略Ｌ字状のスタンド本体
を形成する（図３参照。）。尚、本実施形態においては、脚部１２０は、平面板材１１０
の下端の前方に設置された四角柱状に形成されるとしたが、本発明はかかる例に限定され
ず、床面Ｇに載置可能な１又は２以上の平板状に形成されてもよく、他の形状に形成され
てもよい。
【００２５】
　ネットグリル１３０は、平面板材１１０の前面に配置され、平面板材１１０の内部に配
置されるスピーカユニット等の構成を覆う。このネットグリル１３０は、スピーカユニッ
ト等の構成を保護すると共に、これらの構成が外部に露出して視認されることを防ぐこと
ができる。よって、このネットグリル１３０を配置することによって、外部から見た場合
に、スタンド１００と壁面Ｗとの一体性を向上させることができる。
【００２６】
　ラック１４０は、ビデオデッキ、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ）レコーダ等のＡＶ機器
やゲーム機等のテレビ１０に接続可能な周辺機器を収容するための周辺機器収容部の一例
であって、図３に示すように脚部１２０上に載置され、ネットグリル１３０を介して平面
板材１１０に当接して配置される。
【００２７】
　表示部１５０は、図２に示すように平面板材１１０の前面におけるネットグリル１３０
とテレビ１０との間の位置に配置され、テレビ１０の作動状態を表示する。このようにテ
レビ１０の作動状態を表示することにより、テレビ１０とスタンド１００との一体感を高
めることができるので、テレビ１０と壁面Ｗとの一体感を更に高めることができる。
【００２８】
　以上の構成が、スタンド１００を壁面Ｗに設置した場合に外部から視認可能な部材の構
成である。このスタンド１００によれば、上述の構成によりスタンド１００と壁面Ｗとの
一体感、及びテレビ１０とスタンド１００との一体感を高めることにより、テレビ１０を
室内のデザインと調和させつつ配置することを可能にしている。
【００２９】
　また、スタンド１００によれば、壁面Ｗとの一体感を保ちつつ配置することが可能で、
壁面Ｗと分離可能である。換言すれば、従来の壁掛け配置では、壁に直接配置していたた
め一般のユーザが配置することは困難であり、専門業者による工事が必要であった。しか
し、本実施形態に係るスタンド１００によれば、テレビ１０を支持したスタンド１００を
壁面Ｗに当接して配置するだけで、容易にテレビ１０を壁面Ｗと一体化させて配置するこ
とができる。
【００３０】
　＜テレビ１０の配置位置及び配置姿勢の変更＞
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　上述のような構成が外部から視認可能なスタンド１００は、可動するようにテレビ１０
を支持する。つまり、スタンド１００によれば、テレビ１０の配置位置及び配置姿勢を変
更（以下、「変位」ともいう。）することが可能である。そのためにスタンド１００が有
する構成及びテレビ１０の変位等について、図４～図７を参照して説明する。
【００３１】
　図４は、本実施形態に係るスタンドが有するアーム部材を説明するための斜視図である
。図５は、本実施形態に係るスタンドが有するアーム部材を説明するための断面図であり
、（Ａ）は、スタンドを図２のＡ－Ａ線で切断してアーム部材を側方（ｙ軸方向）から見
た部分断面図であり、（Ｂ）は、スタンドを（Ａ）のＢ－Ｂ線で切断してアーム部材を上
方（ｚ軸方向）から見た部分断面図である。
【００３２】
　図６は、本実施形態に係るスタンドによるテレビの変位の一例を説明するための説明図
であり、（Ａ）は、テレビ１０を前後方向に移動させた場合を示し、（Ｂ）は、テレビ１
０の向きを左右方向に傾けた場合を示す。図７は、本実施形態に係るスタンドによるテレ
ビの変位の他の例を説明するための説明図であり、（Ａ）は、テレビ１０を上方に向けて
チルトさせた場合を示し、（Ｂ）は、テレビ１０を下方に向けてチルトさせた場合を示す
。
【００３３】
　スタンド１００は、テレビ１０の配置位置を変位させるために上記構成に加えて、アー
ム部材１１１を有する。
【００３４】
　アーム部材１１１は、テレビ１０と平面板材１１０との間に配置され、テレビ１０が可
動するようにテレビ１０の背面と平面板材１１０の前面とを連結し、テレビ１０を支持す
る。つまり、アーム部材１１１は、一端を平面板材１１０に回動可能に接続され、他端を
テレビ１０に回動可能に接続される。
【００３５】
　このアーム部材１１１についてより詳細に説明すれば、以下のようになる。
　アーム部材１１１の一端部は、テレビ側取付部材１１１１と、長孔１１１２と、ボルト
１１１３と、接続部材１１１４と、第１シャフト１１１５と、を介してテレビ１０の背面
に接続される。そして、アーム部材１１１の他端部は、スタンド側取付部材１１１６と、
第２シャフト１１１７と、を介してスタンド１００の平面板材１１０に接続される。
【００３６】
　より具体的には、図５（Ａ）に示すように、テレビ１０の背面にテレビ側取付部材１１
１１が配置されており、このテレビ側取付部材１１１１には点Ｏを中心として円弧形状に
形成された長孔１１１２が形成されている。そして、この長孔１１１２に挿入されたボル
ト１１１３によりテレビ側取付部材１１１１に接続部材１１１４が固定される。更に図５
（Ｂ）に示すように、接続部材１１１４には上下（ｚ軸方向）に延長形成された第１シャ
フト１１１５を介してアーム部材１１１の一端部が連結される。
【００３７】
　一方、平面板材１１０の前面にはスタンド側取付部材１１１６が配置されており、この
スタンド側取付部材１１１６には上下（ｚ軸方向）に延長形成された第２シャフト１１１
７を介してアーム部材１１１の他端部が連結される。
【００３８】
　尚図５（Ｂ）に示すように、アーム部材１１１は、第２シャフト１１１７を中心軸とし
て回動することができ、接続部材１１１４は、第１シャフト１１１５を中心軸としてアー
ム部材１１１に対して回動することができる。更に図５（Ａ）に示すように、テレビ１０
は、ボルト１１１３を緩めて長孔１１１２に沿ってスライドさせることにより、点Ｏを通
る水平軸（ｙ軸）を中心軸として回動することができる。
【００３９】
　このように接続されたアーム部材１１１によるテレビ１０の変位について説明すれば、
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以下のようになる。
【００４０】
　（前後方向への移動）
　図６（Ａ）に示すように、スタンド１００は、テレビ１０の配置位置を前後方向（ｘ軸
方向）に移動させることができる。より具体的に説明すると、図１～３に示した通常使用
時には、テレビ１０は、スタンド１００の平面板材１１０に当接しており、この場合、ア
ーム部材１１１は、平面板材１１０と略平行に配置されている。このアーム部材１１１を
、第２シャフト１１１７（ｚ軸）を回転軸として回転させ、かつ、テレビ１０を支持する
テレビ側取付部材１１１１及び接続部材１１１４を、第１シャフト１１１５（ｚ軸）を回
転軸として回転させる。結果、図６（Ａ）に示すように、テレビ１０を、スタンド１００
の平面板材１１０から前方（ｘ軸正の方向）に所定の間隔だけ離隔した位置に移動させる
ことができる。
【００４１】
　（左右方向への傾き）
　図６（Ｂ）に示すように、スタンド１００は、テレビ１０の向きを左右方向（ｘｙ平面
内）に傾けることができる。より具体的に説明すると、テレビ１０は、図５に示したよう
に、前後方向へ移動した状態では、正面（ｘ軸正の方向）に向いて配置されているが、こ
の状態から、テレビ１０を支持するテレビ側取付部材１１１１及び接続部材１１１４を、
第１シャフト１１１５（ｚ軸）を回転軸として回転させる。結果、図６（Ｂ）に示すよう
に、テレビ１０を、正面（ｘ軸正の方向）から左右方向（ｘｙ平面内）に傾いた方向に向
けて配置することができる。
【００４２】
　（上下方向のチルト）
　図７（Ａ）、（Ｂ）に示すように、スタンド１００は、テレビ１０の向きを上下方向（
ｘｚ平面内）に傾けることができる。より具体的に説明すると、テレビ１０が図５に示す
前方へ移動した状態から、ボルト１１１３を緩め、テレビ側取付部材１１１１を長孔１１
１２に沿ってスライドさせることにより、テレビ１０を点Ｏを通るｙ軸を中心軸として回
転させることができる。結果、図７（Ａ）、（Ｂ）に示すように、テレビ１０を、正面（
ｘ軸正の方向）から上下方向（ｘｚ平面内）に傾いた方向に向けて配置することができる
。
【００４３】
　以上説明したように、このスタンド１００によれば、テレビ１０が平面板材１１０から
離隔するようにテレビ１０を前方に移動させたり、テレビ１０の向きを左右方向に回動さ
せたり、テレビ１０を上下方向にチルトさせることができる。従って、テレビ１０とスタ
ンド１００の平面板材１１０との間に間隙を形成することができるため、テレビ１０の背
面にアクセスが可能となる。つまり、テレビ１０の背面等に配置された接続端子等へのア
クセスが可能となるため、メンテナンス性を向上させることができる。
【００４４】
　また、テレビ１０を支持するテレビ側取付部材１１１１と接続部材１１１４とは、ボル
ト１１１３によって結合されるため、このボルト１１１３をはずすことにより、テレビ側
取付部材１１１１を接続部材１１１４から離脱させることができる。つまり、容易にテレ
ビ１０をスタンド１００から取り外すことが可能である。従って、修理のためや別のテレ
ビ１０を配置させたい場合等にテレビ１０を簡単に交換することが可能となり、更にメン
テナンス性を向上させることができる。
【００４５】
　更に、従来の壁掛け配置では、テレビ１０の斜め前方の位置からテレビ１０をみたい場
合であっても、テレビ１０の方向を調製することができず、テレビ１０の視認性が低下す
るという問題があった。しかし、このスタンド１００によれば、テレビ１０の向きを左右
方向に変更することができるため、テレビ１０の視認性を向上させることも可能である。
換言すれば、テレビ１０をどの方向から見るかは、室内デザインによっても変更されるた
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め、室内デザインを変更した場合、視認性を低下させないためにテレビ１０の向きを変更
する必要性もメンテナンスの一要因として存在する。このスタンド１００によれば、テレ
ビ１０の向きを左右方向に変更することにより、室内デザインの変更等にも柔軟に対応し
たメンテナンスを行うことを可能にしている。
【００４６】
　＜スタンド１００の排熱手段＞
　また、本実施形態に係るスタンド１００は、収容部１１２と、排熱手段とを更に備える
。この収容部１１２と排熱手段について図４及び図５を適宜参照して説明する。
【００４７】
　収容部１１２は、図４及び図５に示すように、平面板材１１０の前面側に形成され孔で
あり、テレビ１０の背面側の少なくとも一部及びアーム部材１１１を収容する。より具体
的には、収容部１１２は、テレビ１０の通常使用時、つまり、アーム部材１１１によって
テレビ１０が変位していない状態において、平面板材１１０のテレビ１０に対面した位置
に、テレビ１０の背面の方向に開放して形成される。また、収容部１１２は、テレビ１０
の外形とほぼ同じか小さい大きさで形成されることが好ましい。換言すれば、収容部１１
２は、テレビ１０の通常使用時には視認できない位置及び大きさで、テレビ１０の裏側に
おいて平面板材１１０に形成される。
【００４８】
　この収容部１１２にテレビ１０の背面側の少なくとも一部が収容されることにより、テ
レビ１０と平面板材１１０との段差が減少するため、テレビ１０とスタンド１００との一
体感を更に高めることができる。
【００４９】
　排熱手段は、平面板材１１０の背面側に形成され、テレビ１０が発する熱を収容部１１
２から排出する。本実施形態に係るスタンド１００は、この排熱手段の一例として、図５
（Ａ）に示すように、第１排熱孔１１３と、第２排熱孔１１４と、を備える。
【００５０】
　第１排熱孔１１３は、テレビ１０が発する熱を、収容部１１２から平面板材１１０の上
方に排出する排熱孔の一例であって、平面板材１１０の背面側に形成されて収容部１１２
から平面板材１１０の上方に向けて貫通する。つまり、第１排熱孔１１３は、収容部１１
２と平面板材１１０の外部の空間とを連通する孔として形成される。この際、第１排熱孔
１１３は、収容部１１２と壁面Ｗとを連通させてもよい。
【００５１】
　第２排熱孔１１４は、テレビ１０が発する熱を排出する排熱孔の一例であって、収容部
１１２と壁面Ｗとを連通する孔として形成される。この第２排熱孔１１４は、例えば、図
５（Ａ）に示すように、収容部１１２の下方と壁面Ｗとを連通するように形成される。
【００５２】
　また、例えば、平面板材１１０が、前方に配置される第１板材１１０Ａと後方に配置さ
れる第２板材１１０Ｂとを接合して形成される場合、収容部１１２は、第１板材１１０Ａ
に孔をあけることにより形成され、第１排熱孔１１３と第２排熱孔１１４は、第２板材１
１０Ｂに孔をあけることにより形成されてもよい。
【００５３】
　一方、アーム部材１１１等によってテレビ１０を変位させる前の通常使用時において、
テレビ１０は収容部１１２にその少なくとも一部が収容されつつスタンド１００に当接し
て配置されるため、収容部１１２は、テレビ１０の背面によって前方（ｘ軸正の方向）を
塞がれた状態となる。よって、テレビ１０から発せられる熱は収容部１１２内の空気に伝
達される。しかし、本実施形態に係るスタンド１００は、テレビ１０から発せられた熱を
上記の第１排熱孔１１３及び第２排熱孔１１４を介してスタンド１００の上方の空間及び
壁面Ｗに放出することができる。
【００５４】
　従って、従来の壁掛け配置等によれば、テレビ１０から発せられた熱は、壁面Ｗ等に伝
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達されるのみであるたり、熱効率が悪くなる場合があり、この熱は壁面に一体化させてテ
レビ１０を配置する際の弊害となる場合があった。つまり、壁面Ｗにある程度の耐熱性が
要求され、また、許容温度の高いテレビ１０を使用する必要があった。しかし、本実施形
態に係るスタンド１００によれば、この熱を第１排熱孔１１３及び第２排熱孔１１４を介
して放出することができ、熱効率を向上させることができるため、壁面Ｗの耐熱性を考慮
したり、テレビ１０の許容温度を考慮したりする必要性を減少させることができる。よっ
て、本実施形態に係るスタンド１００によれば、テレビ１０を壁面Ｗと一体化させつつ容
易に配置することが可能である。
【００５５】
　＜スタンド１００が内蔵する構成について＞
　次に図８及び図９を参照して、スタンド１００が内部に備える構成について説明する。
図８は、本実施形態に係るスタンドを説明するための説明図である。図９は、本実施形態
に係るスタンドの構成を説明するための説明図である。
【００５６】
　図８に示すように、視認可能な構成としてスタンド１００が備えるネットグリル１３０
とラック１４０は、移動させることができる。より具体的には、ネットグリル１３０は、
上述のように平面板材１１０の前面に配置されるが、平面板材１１０から取り外すことが
できる。そして、ラック１４０は、上述のように通常使用時は平面板材１１０に当接して
脚部１２０上に載置されるが、内部に収容したテレビ１０の周辺機器の配線を変更する際
等のために、前方（ｘ軸方向）にスライドすることができる。
【００５７】
　また、ラック１４０は、上蓋１４１と、本体部１４２と、を含んで構成される。そして
、この上蓋１４１は、本体部１４２に対して脱着可能に配置される。従って、ラック１４
０の内部に収容された周辺機器に容易にアクセスすることができる。そして、ラック１４
０の前面は、赤外線等の周辺機器とリモートコントローラとの間の通信電波を透過する材
質で形成される。従って、ラック１４０の内部に収容された周辺機器をリモートコントロ
ーラ等によって操作することが可能である。
【００５８】
　このネットグリル１３０とラック１４０を移動させた状態を図８及び図９に示す。図８
に示すように、スタンド１００は、ネットグリル１３０とラック１４０を移動させること
により、内部の備える構成に容易にアクセスすることができる。この内部の構成について
図９を参照して説明する。
【００５９】
　図９に示すように、スタンド１００は、配線空間１１５と、第１コネクタ１１６と、第
２コネクタ１１７と、ＡＶセレクタ１１８と、スピーカ配置部と、チューナ配置部と、を
備える。
【００６０】
　配線空間１１５は、テレビ１０、周辺機器１４３、表示部１５０等に接続される配線を
収容するための空間であって、ネットグリル１３０と当接する平面板材１１０の前面にお
いて、テレビ１０の配置位置よりも下方に配置される。この配線空間１１５は、ネットグ
リル１３０を取り外すことによって容易にアクセスすることができるように形成される。
より具体的には、配線空間１１５は、少なくとも平面板材１１０の前方及び収容部１１２
に開放した孔として形成される。従って、例えば、テレビ１０からの配線は、収容部１１
２からこの配線空間１１５を介してラック１４０に収容された周辺機器１４３等に接続可
能である。この配線空間１１５によれば、ネットグリル１３０を取り外すだけで、内部に
配置された配線に容易にアクセスすることができるため、スタンド１００の配置やメンテ
ナンスを更に容易にすることができる。
【００６１】
　第１コネクタ１１６は、ラック１４０に収容された周辺機器１４３に画像、音声、他の
情報を入出力するための配線を接続する第１接続部の一例であって、平面板材１１０の前
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面のラック１４０に対面する位置に配置される。従って、ラック１４０をスライドさせる
ことにより、周辺機器１４３に接続された配線を第１コネクタ１１６に容易に接続するこ
とができる。
【００６２】
　第２コネクタ１１７は、テレビ１０に画像、音声、他の情報を入出力するための配線を
接続するコネクタの一例であって、平面板材１１０のテレビ１０と対面する位置に配置さ
れる。従って、テレビ１０等をアーム部材１１１等によって変位させることにより、テレ
ビ１０に接続された配線を第１コネクタ１１６に容易に接続することができる。
【００６３】
　ＡＶセレクタ１１８は、第１コネクタ１１６と第２コネクタ１１７とに接続されて、テ
レビ１０から周辺機器１４３への入出力と、周辺機器１４３からテレビ１０への入出力を
選択的に切り替えるための選択部の一例であり、平面板材１１０のネットグリル１３０と
対面する位置に配置される。つまり、例えば、ラック１４０に周辺機器１４３が複数配置
される場合、これらの周辺機器１４３からの配線は、第１コネクタ１１６を介してＡＶセ
レクタ１１８に接続される。そして、ＡＶセレクタ１１８は、この複数の周辺機器１４３
から、どの周辺機器１４３をテレビ１０に接続するかを選択する。そして、ＡＶセレクタ
１１８は、選択した周辺機器１４３と、第２コネクタ１１７を介して接続されたテレビ１
０とを接続する。従って、ＡＶセレクタ１１８は、第１コネクタ１１６を介して入力する
複数の周辺機器１４３のそれぞれから出力される信号から、第２コネクタ１１７を介して
テレビ１０に出力する信号を選択する。
【００６４】
　また、ＡＶセレクタ１１８は、スピーカアンプ１３１とも接続され、どの周辺機器１４
３をスピーカアンプ１３１に接続するかを選択し、選択した周辺機器１４３と、スピーカ
アンプ１３１とを接続する。そして、ＡＶセレクタ１１８は、表示部１５０とも接続され
、どの周辺機器１４３が選択されているかの情報を表示部１５０に出力する。
【００６５】
　そして、このようなＡＶセレクタ１１８による切り替えは、例えば、外部のリモートコ
ントローラからの赤外線等の無線信号を受信することによって行われてもよい。
【００６６】
　このＡＶセレクタ１１８を備えることにより、テレビ１０への配線を整理することがで
きるため、配線の煩雑さを低減することができる。よって、スタンド１００の配置やメン
テナンス性を向上させることができる。
【００６７】
　スピーカ配置部及びチューナ配置部は、平面板材１１０のネットグリル１３０と対面す
る位置に形成される。そして、スピーカ配置部の内部にはスピーカアンプ１３１及びスピ
ーカユニット１３２が配置され、チューナ配置部の内部にはチューナ１３３が配置される
。
【００６８】
　スピーカアンプ１３１は、テレビ１０とＡＶセレクタ１１８とスピーカユニット１３２
とに接続され、ＡＶセレクタ１１８を介して選択された周辺機器１４３からの音声信号を
増幅して、スピーカユニット１３２に出力する。また、スピーカアンプ１３１は、表示部
１５０にも接続され、スピーカアンプ１３１の音声信号の増幅度合を表す音量に関する情
報を表示部１５０に出力する。スピーカユニット１３２は、スピーカアンプ１３１から入
力した音声信号を出力するスピーカである。
【００６９】
　チューナ１３３は、外部の無線、有線放送等の受信機等（図示せず）と、テレビ１０と
、周辺機器１４３に接続され、受信機等が受信した受信信号を、音声、映像信号等に復調
して、テレビ１０や周辺機器１４３に出力する。
【００７０】
　このように、スタンド１００は、平面板材１１０の内部にスピーカアンプ１３１、スピ
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ーカユニット１３２、チューナ１３３等を配置することが可能であるため、テレビ１０や
周辺機器１４３と、スタンド１００との機能的な一体感を持たせることが可能である。よ
って、テレビ１０とスタンド１００との一体感を更に向上させることにより、テレビ１０
と壁面Ｗとの一体感を向上させることができる。
【００７１】
　＜表示部１５０の表示例＞
　そして図９及び図１０を参照して、視認可能な構成としてスタンド１００が備える上記
の表示部１５０について説明する。図１０は、本実施形態に係るスタンドが有する表示部
の表示例を説明するための説明図である。
【００７２】
　表示部１５０は、上述のようにテレビ１０の作動状態を表示する部材であって、平面板
材１１０の前面において、通常使用時に視認可能な位置に配置される。例えば、図９には
、この表示部１５０がテレビ１０の下方、かつ、ネットグリル１３０の配置位置の上方の
平面板材１１０の前面に配置される例を示す。しかし、表示部１５０の配置位置は、この
例に限定されるものではなく、通常使用時に視認可能な位置ならば如何なる位置であって
もよい。また、表示部１５０は、例えば、ＦＬ管、液晶ディスプレイ、プラズマディスプ
レイ、有機エレクトロルミネッセンスディスプレイ等の表示装置によって構成される。
【００７３】
　この表示部１５０は、一例として、テレビ１０と、ＡＶセレクタ１１８と、スピーカア
ンプ１３１と、に接続される。そして、テレビ１０は、例えば、チャンネル、入力ライン
の番号等の表示している映像の属性を示す情報を表示部１５０に出力する。ＡＶセレクタ
１１８は、例えば、テレビ１０に出力すべく選択した周辺機器１４３が接続されたライン
を示す情報を表示部１５０に出力する。そして、スピーカアンプ１３１は、その増幅量を
示す音量の情報を表示部１５０に出力する。そして、表示部１５０は、テレビ１０、ＡＶ
セレクタ１１８、スピーカアンプ１３１等からの情報を表示する。
【００７４】
　より具体的には、例えば、チューナ１３３が受信したテレビ放送をユーザが視聴してい
る場合、テレビ１０は、その視聴しているチャンネルの情報を出力する。そして、表示部
１５０は、このチャンネルの情報を表示する。図１０（Ａ）には、ユーザがテレビ放送の
チャンネル５Ａ（ｃｈ　５Ａ．）を選択して視聴している場合の表示例を示す。また、例
えば、複数の周辺機器１４３が第２コネクタ１１７に接続され、ユーザが周辺機器１４３
の一例であるビデオデッキからの映像を視聴している場合、ＡＶセレクタ１１８は、その
ビデオデッキが接続されたライン、つまり、第１コネクタ１１６を介してテレビ１０へと
接続されたラインを表す情報を出力する。そして、表示部１５０は、このラインの情報を
表示する。図１０（Ｂ）には、ユーザがビデオデッキからの映像を視聴しており、ビデオ
デッキがライン１（Ｌｉｎｅ　１．）に接続されている場合の表示例について示す。更に
、例えば、スピーカアンプ１３１の音量が「１０」の場合を図１０（Ａ）に示し、音量が
「１５」の場合を図１０（Ｂ）に示す。
【００７５】
　このように、スタンド１００が、表示部１５０によってテレビ１０の作動状態を表示す
ることにより、テレビ１０とスタンド１００との間に機能的な一体感を持たせることがで
きるので、テレビ１０とスタンド１００との一体感を更に高めることができる。この結果
、テレビ１０と壁面Ｗとの一体感を更に高めることができ、室内デザインとの調和をとり
つつ、テレビ１０を配置することができる。
【００７６】
　＜本実施形態に係るスタンド１００による効果＞
　以上、本実施形態に係るスタンド１００について説明した。
　このスタンド１００によれば、平面板材１１０と脚部１２０とにより、壁面Ｗと当接し
て配置することが可能であるため、テレビ１０を壁面Ｗと一体化して容易に配置すること
が可能である。また、平面板材１１０の外形が正面より見た場合にテレビ１０の全体を覆
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うように形成されるため、テレビ１０とスタンド１００との一体感を更に向上させること
ができる。よって、使用するユーザにテレビ１０と壁面Ｗとの近接感を与えることができ
、両者を更に一体化して配置することが可能である。
【００７７】
　また、テレビ１０の配置位置や配置姿勢を変更することが可能なアーム部材１１１を備
えることにより、テレビ１０の背面に容易にアクセスすることができる。よって、スタン
ド１００を配置する際や、メンテナンスを行う際に、別途の工事等を必要とせず、容易に
配置することができ、かつ配置後のメンテナンス性を向上させることができる。
【００７８】
　また、平面板材１１０の内部に配線空間１１５を備えることにより、配線がスタンド１
００の外部に露出することを防ぐことができるので、配線が露出することによってテレビ
１０と壁面Ｗとの一体感が損なわれることなく、テレビ１０を壁面Ｗと一体的に配置する
ことができる。また、この配線空間１１５は、ネットグリル１３０を取り外すことにより
容易にアクセスできるので、配置時やメンテナンス時の配線を容易に行うことができる。
【００７９】
　また、平面板材１１０にテレビ１０の背面側の少なくとも一部を収容可能な収容部１１
２が形成されることにより、テレビ１０と平面板材１１０との近接感を更に高めることが
できるので、テレビ１０と壁面Ｗとの一体性を更に高めることができる。また、第１排熱
孔１１３及び第２排熱孔１１４により収容部１１２からテレビ１０の熱を排出することが
できるため、熱効率を高めることができ、スタンド１００を壁面Ｗに当接して配置するこ
とを可能にしている。
【００８０】
　本実施形態に係るスタンド１００は、以上の効果以外にも他の構成等による上記の効果
等を発揮することが可能である。そして、これらの結果としてテレビ１０を壁面Ｗに一体
化させて配置することを可能にしつつ、容易に配置することを可能にし、かつ、メンテナ
ンス性を向上させることができる。
【００８１】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
かかる例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載
された範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、そ
れらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【００８２】
　例えば、上記実施形態では、テレビ１０を支持するアーム部材１１１の具体的な構成に
ついて説明したが、本発明はかかる例に限定されない。テレビ１０の配置位置や配置姿勢
を変更することが可能なような構成であれば、アーム部材１１１は、いかなる形状及び構
成で形成されてもよい。
【００８３】
　例えば、上記実施形態では、アーム部材１１１によって支持されたテレビ１０の配置位
置及び配置姿勢の変更として、前後方向のへの移動と、左右方向への傾きと、上下方向の
チルトとについて説明したが、本発明はかかる例に限定されない。例えば、図１１に示す
ように、アーム部材１１１により前後方向の軸（ｘ軸）を回転軸として回動可能にテレビ
１０を支持することも可能である。この場合、例えばアーム部材１１１等を前後方向の軸
（ｘ軸）方向に延長形成された第３シャフト等により他の部材と接続して、テレビ１０を
この第３シャフト周りに回動可能に支持することにより、テレビ１０を前後方向の軸（ｘ
軸）の周りに回動させることも可能である。しかし、アーム部材１１１等の構造は、上記
同様この例に限定されないことは言うまでもない。
【００８４】
　また、上記実施形態では、排気手段の一例である排熱孔として、第１排熱孔１１３と第
２排熱孔１１４とについて説明したが、本発明はかかる例に限定されずに、任意の形状で
任意の個数形成されてもよい。
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【００８５】
　また、上記実施形態では、排気手段は、第１排熱孔１１３及び第２排熱孔１１４である
としたが、本発明はかかる例に限定されない。例えば、スタンド１００は、排気手段とし
て収容部１１２の内部の空気を平面板材１１０の外部に排出するように設置されるファン
を備えてもよい。また、このファンと第１排熱孔１１３及び第２排熱孔１１４等の任意の
排熱孔とを組み合わせることも可能である。
【００８６】
　また、上記実施形態では、表示部１５０が表示するテレビ１０の作動状態としては、テ
レビ１０からのチャンネルの情報、ＡＶセレクタ１１８が選択したラインの情報、スピー
カアンプ１３１の音量の情報等であるとしたが、本発明はかかる例に限定されない。例え
ば、表示部１５０は、テレビ１０からテレビ１０の設定状況の情報を取得して、このテレ
ビ１０の設定状況の情報を表示してもよい。この設定状況の情報としては、例えば、動画
や静止画等の表示モード、表示輝度、表示画面の幅や高さ、画像の歪み度合、表示コント
ラスト等が挙げられるが、かかる例に限定されないことは言うまでもない。
【００８７】
　また、上記実施形態では、表示部１５０は、選択されたラインの情報はＡＶセレクタ１
１８から入力され、音量の情報はスピーカアンプ１３１から入力されるとしたが、本発明
はかかる例に限定されない。例えば、表示部１５０は、選択されたラインの情報又は音量
の情報のうち少なくとも一方をテレビ１０から取得して表示してもよい。
【００８８】
　更に、上記実施形態では、表示部１５０は、テレビ１０と、ＡＶセレクタ１１８と、ス
ピーカアンプ１３１とに接続されるとしたが、本発明はかかる例に限定されない。例えば
、表示部１５０は、周辺機器１４３にも接続されて、周辺機器１４３の作動状態を表示し
てもよい。より具体的には、表示部１５０は、周辺機器１４３がＨＤＤレコーダの場合、
再生している映像の録画時間帯、チャンネル、番組名、再生時間、残りの再生時間等を表
示してもよい。このように、表示部１５０が周辺機器１４３の作動状態を表示することに
より、周辺機器１４３の動作状況を把握することができるので、周辺機器１４３を外部か
ら視認できないようにラック１４０に収容することが可能となる。従って、外観の形状が
個々で異なり、必ずしも室内のデザインと調和がとれる形状で形成されるとは限らない周
辺機器１４３等をユーザが視認できないように配置することができ、スタンド１００と壁
面Ｗとの一体化を向上させることができる。そして、これらの結果、スタンド１００、テ
レビ１０、周辺機器１４３と、室内デザインとの調和を更に高めることができる。
【００８９】
　また、上記実施形態では、スタンド１００は、スピーカアンプ１３１、スピーカユニッ
ト１３２及びチューナ１３３を平面板材１１０の内部に配置可能であるとしたが、本発明
はかかる例に限定されない。例えば、スピーカアンプ１３１、スピーカユニット１３２又
はチューナ１３３の少なくともいずれか１つを平面板材１１０の内部に収容しなくてもよ
い。また、ＨＤＤレコーダやビデオデッキ等の周辺機器を平面板材１１０の内部に更に配
置してもよい。
【００９０】
　また、上記実施形態では、スピーカアンプ１３１、スピーカユニット１３２及びチュー
ナ１３３は、平面板材１１０のネットグリル１３０が対面する位置に配置されるとしたが
、本発明はかかる例に限定されず、平面板材１１０の内部や前面であれば如何なる位置に
配置されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】本発明の一実施形態に係るスタンドの構成の概要を説明するための斜視図である
。
【図２】同実施形態に係るスタンドの構成の概要を説明するための正面図である。
【図３】同実施形態に係るスタンドの構成の概要を説明するための側面図である。
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【図４】同実施形態に係るスタンドが有するアーム部材を説明するための斜視図である。
【図５】同実施形態に係るスタンドが有するアーム部材を説明するための断面図である。
【図６】同実施形態に係るスタンドによるテレビの変位の一例を説明するための説明図で
ある。
【図７】同実施形態に係るスタンドによるテレビの変位の他の例を説明するための説明図
である。
【図８】同実施形態に係るスタンドを説明するための説明図である。
【図９】同実施形態に係るスタンドの構成を説明するための説明図である。
【図１０】同実施形態に係るスタンドが有する表示部の表示例を説明するための説明図で
ある。
【図１１】同実施形態に係るスタンドによるテレビの変位の他の例を説明するための説明
図である。
【符号の説明】
【００９２】
　１０　　　テレビ
　１００　　スタンド
　１１０　　平面板材
　１１０Ａ　第１板材
　１１０Ｂ　第２板材
　１１１　　アーム部材
　１１２　　収容部
　１１３　　第１排熱孔
　１１４　　第２排熱孔
　１１５　　配線空間
　１１６　　第１コネクタ
　１１７　　第２コネクタ
　１１８　　ＡＶセレクタ
　１２０　　脚部
　１３０　　ネットグリル
　１３１　　スピーカアンプ
　１３２　　スピーカユニット
　１３３　　チューナ
　１４０　　ラック
　１４１　　上蓋
　１４２　　本体部
　１４３　　周辺機器
　１５０　　表示部
　１１１１　テレビ側取付部材
　１１１２　長孔
　１１１３　ボルト
　１１１４　接続部材
　１１１５　第１シャフト
　１１１６　スタンド側取付部材
　１１１７　第２シャフト
　Ｇ　　　　床面
　Ｗ　　　　壁面
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